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宿泊税の制度について

（１）課税客体・納税義務者

課税客体は民泊を含めた宿泊施設への宿泊行為とし、課税客体の対象となる宿泊施設への宿泊数（または
宿泊料金）を課税標準、その宿泊者を納税義務者とする。

（２）徴収方法・特別徴収義務者

宿泊税の徴収方法は特別徴収とし、特別徴収義務者は宿泊事業者等とする。

〇 東京都を除く全ての導入自治体が、「ホテル」「旅館」等のほか「民泊施設」も課税の対象としており、
また全ての導入自治体において、課税客体の対象となる宿泊施設への宿泊数（または宿泊料金）を課税標準、
その宿泊者を納税義務者としている。※東京都も見直しの会議で民泊施設を対象とする議論を始めている。

団体名 徴収方法 特別徴収義務者 納入期限

全ての
導入自治体

特別徴収
※ 特別徴収義務者（宿泊事業者等）が宿泊者から宿泊税

を徴収し、自治体に納入する。

宿泊事業者等

毎月末日までに、
前月の初日から末
日までの分の宿泊
税を自治体に納入
※ 一定の要件を満たす

場合は、3 か月ごとの
申告納付が可能

3



〇いただいたご意見

・さまざまなトラブルが最初は出てくると予想されるため、最初の見直し期間は早い時期がよいのではないか

①申告納入期限は原則、毎月末日までに前月分を納入することと、申告納入額が一定額を超えない場合に
３ヶ月分をまとめて申告納入できる「申告特例制度」を導入するのが適当ではないか。
②課税の期間は、最初期においては様々なトラブルが想定されるため、初回は早い時期に制度の見直しを
実行し、その後は一定の期間での見直しとする。

（３）申告納入期限・課税を行う期間

団体名 課税を行う期間（見直しを行う期間）

広島県
札幌市
京都市 等

条例施行後５年

福岡県
福岡市
北九州市 等

条例施行後３年（その後は５年）

岐阜市
長崎市

条例施行後３年

熊本市 条例施行後２年※（その後は５年）
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（４）税率・免税点

免税点については、宿泊事業者側の事務負担を軽減するため、設けない。

〇いただいたご意見

・免税点については、設定すると事業者の事務負担が大きくなり、小規模事業者ほどその負担が大きくなるのではないか。
・現在の宿泊業の料金形態では、宿泊料金が毎日変動しており、免税点があると価格の設定が非常に難しくなる。

税率については、使途事業額やアンケートの実態から、一定額（２００円）としたい。

〇いただいたご意見

・町の使途事業の金額を示さないと判断が難しい。
・宿泊者の税率に対するアンケート結果がでないと判断が難しい

※令和６年度以降での導入団体においても、基本税率を２００円とする自治体が多い
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（６）入湯税の改正

宿泊税の改正と合わせて、入湯税の税率を改正することは、もともとの活用していた事業に影響があること
から、入湯税の改正は行わないことが適当ではないか。

（５）課税免除

修学旅行生の誘致を施策としていないこと、スポーツ団体の誘致が難しく、その施策に宿泊税の活用を検討
したいこと、宿泊事業者の事務負担の軽減から、課税免除に関しては設けない。

〇いただいたご意見

・スポーツ団体の誘致が難しい状況にあり、そのための施策の財源として、宿泊税を活用したいため、課税免除をするとその使途に充てる
ことがむずかしい。
・宿泊者の税率に対するアンケート結果がでないと判断が難しい
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（8）その他

・宿泊事業者の事前準備や、旅行者への周知に必要な期間を十分に確保する必要がある。
・宿泊税について、リーフレットや表示板を作成するなど、制度の周知広報に努める必要がある。

（７）特別徴収義務者の事務負担の軽減

①特別徴収義務者の事務負担を考慮し、特別徴収交付金制度を導入することが望ましい。
②システム改修等の初期投資に係る負担軽減として、費用負担軽減に対する助成の制度を導入することが望ま
しい。
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